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１．適合のための基本方針

●「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則」● 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則」
第十七条（原子炉冷却材圧力バウンダリ）の解釈追加箇所の対する適合の基本方針を以下に示す。

設置許可基準 適合のための基本方針設置許可基準 適合のための基本方針

発電用原子炉施設には、次
【解釈追加箇所】

１ 原子炉冷却材圧力バウンダリは 次の範囲の機器及び配管をいう発電用原子炉施設には、次
に掲げるところにより、原子炉
冷却材圧力バウンダリを構成
する機器（安全施設に属する
ものに限る。以下この条にお

１ 原子炉冷却材圧力バウンダリは、次の範囲の機器及び配管をいう。

三 接続配管
イ 通常時開及び事故時閉となる弁を有するものは、原子炉側からみて、第２隔離弁を

含むまでの範囲とする。
通常時又は事故時に開となるおそれがある通常時閉及び事故時閉となる弁を有する

追加箇所
ものに限る。以下この条にお
いて同じ。）を設けなければな
らない。

ロ 通常時又は事故時に開となるおそれがある通常時閉及び事故時閉となる弁を有する
ものは、原子炉側からみて、第２隔離弁を含むまでの範囲とする。

ハ通常時閉及び事故時閉となる弁を有するもののうち、ロ）以外のものは、原子炉側
からみて、第１隔離弁を含むまでの範囲とする。

二通常時閉及び原子炉冷却材喪失時開となる弁を有する非常用炉心冷却系等もイ）に
準ずる。

【適合のための基本方針】
・原子炉冷却材圧力バウンダリの拡大範囲となる余熱除去系統入口ラインに・原子炉冷却材圧力バウンダリの拡大範囲となる余熱除去系統入口ラインに
ついては、従来クラス２機器としていたが、原子炉冷却材圧力バウンダリ範囲
としてクラス１機器における要求を満足していることを確認する。

・拡大範囲については、クラス１機器供用期間中検査を行うとともに、拡大範囲
のうち配管と管台の溶接継手に対して追加の非破壊検査（浸透探傷検査）を
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のうち配管と管台の溶接継手に対して追加の非破壊検査（浸透探傷検査）を
検査間隔にて全数（100%）継続的に行い健全性を確認する。

Ｐ６、７



２．原子炉冷却材圧力バウンダリ拡大範囲の抽出（１／２）

●接続配管のうち、通常時又は事故時に開となるおそれがある通常時閉及び事故時閉となる弁を

１次冷却設備に接続する配管系

接続配管 うち、通常時又 事故時 開 なるおそれ ある通常時閉及び事故時閉 なる弁を
有するラインについて、原子炉冷却材圧力バウンダリ全体を対象に下記フローに基づき抽出した。

［29］【先行審査実績（添付３追加）】

・隔離弁を設けない配管※１

N

Yes
※１ ＜規則の解釈第１７条第３項に基づき除外される範囲＞

・原子炉の安全上重要な計測又はサンプリング等を行う配管
であ て その配管を通じての漏洩が十分許容される程度

イ．通常時開及び事故時閉となる弁を有する配管
ニ 通常時閉及び原子炉冷却材喪失時開となる弁

No

Yes

であって、その配管を通じての漏洩が十分許容される程度
に少ないもの（小口径配管の採用または配管取出し部への
ノズル設置により、充てんポンプによる補給量よりも漏え
い量が小さくなるよう設計されたもの）

・過圧防護の機能を持つ安全弁を設置するためのもの

【先行審査実績（添付４追加）】

ニ．通常時閉及び原子炉冷却材喪失時開となる弁
を有する非常用炉心冷却系統等

No
※２ 弁の誤操作防止措置を講じている場合は、

「通常時又は事故時に開となるおそれがあ
る」には該当しないとする。（弁ハンド
ルの固定施錠管理）

ロ．通常時又は事故時に開となるおそれがある※２

通常時閉及び事故時閉となる弁を有する配管
（該当しないものはハ）

Yes

No

ⅱ）第２隔離弁を含むまでの範囲

○余熱除去系統入口ライン

拡大範囲

ⅲ）第１隔離弁を含む
までの範囲

○RCSループドレンライン
○加圧器ベントライン

従来範囲と変更なし

ⅳ）隔離弁を設けない
ⅰ）第２隔離弁を含む

までの範囲
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上記フローに記載のイ、ロ、ハ、ニは、規則の解釈第１７条第１項第３号 接続配管のイ、ロ、ハ、ニに該当する



２．原子炉冷却材圧力バウンダリ拡大範囲の抽出（２／２）

●前頁のフ で抽出した「余熱除去系統入口ライン に設置している隔離弁に いては 第１隔離弁に原子炉冷却●前頁のフローで抽出した「余熱除去系統入口ライン」に設置している隔離弁については、第１隔離弁に原子炉冷却
材圧力が高い場合には、開放しないようにインターロックを設けているものの、中央制御室から遠隔操作する電動
弁であり、開となるおそれが否定できない。
よって、「余熱除去系統入口ライン」については、第１隔離弁から第２隔離弁までの範囲を原子炉冷却材圧力バウ
ンダリとして抽出したンダリとして抽出した。
また、第２隔離弁については、通常運転時、閉弁で電源を「切」としている。 ［12］

第１隔離弁 第２隔離弁

原子炉冷却材圧力バウンダリ（RCPB）拡大範囲概念図
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３．原子炉冷却材圧力バウンダリ図

●原子炉冷却材圧力バウンダリ全体の中で、今回拡大範囲となった余熱除去入口ラインの範囲

A余熱除去
ポンプ

A余熱除
去冷却器

高圧注入
ポンプ

A－余熱除去系統入口ライン

テストライン

M

［30］

●原子炉冷却材圧力 ウンダリ全体の中で、今回拡大範囲とな た余熱除去入 ラインの範囲
をⒶ、Ⓑで示す。

Ⓐ

Aサンプル
冷却器

3B－蒸気発生器

加圧器サージ
ライン（※１）

3A－蒸気発生器

テストライン

M

格納容器冷却材
ドレンタンク

再生熱交換器高圧注入
ポンプ

高圧注入ポンプ

加圧器スプレイ
（※３）

A蓄圧タンク 余熱除去
冷却器

高圧注入
ポンプ余剰抽出

冷却器

テスト
ライン

テスト
ライン

テスト
ライン

B蓄圧タンク 余熱除去
冷却器

テスト
ライン

原子炉容器頂部
ベントライン

加圧器逃がし
タンク

加圧器スプレイ
（※２）

格納容器冷却材
ドレンタンク

充てん
ポンプ

B余熱除去
ポンプ

B余 熱 除
去冷却器

高圧注入
ポンプ

テストライン

原子炉
容器

3A－１次冷却材
ポンプ

3B－１次冷却材
ポンプ

封水注入
ライン

封水注入
ライン

RCSループドレンライン RCSループドレンライン

B－余熱除去系統入口ライン

M
M

Ｌ．Ｃ

Ｌ．Ｃ

Ⓑ

Aサンプル冷却器
再生熱交換器

Aループ低温側
（※２）

Bサンプル
冷却器

3C－蒸気発生器

M M

加
圧
器

加圧器ベントライン

高圧注入 テスト
ライ

M

：ロッククローズ弁Ｌ．Ｃ

Ｌ．Ｃ

Aサンプル冷却器

Bループ低温側
（※３）

Aループ高温側
（※１）

格納容器冷却材
ドレンタンク

3C－１次冷却材
ポンプ

RCSループドレンライン

：従来のＲＣＰＢ範囲

：今回追加となるＲＣＰＢ範囲

ⅰ．通常時開及び事故時閉となる弁を有するもの（第２隔離弁まで）
通常時閉及び原子炉冷却材喪失時開となる弁を有する非常用炉心冷却系統等（第２隔離弁まで）

ⅱ 通常時又は事故時に開となるおそれがある通常時閉及び事故時閉となる弁（第２隔離弁まで）

ポンプ ライン C蓄圧タンク 余熱除去
冷却器

テスト
ライン

Ｌ．Ｃ

封水注入
ライン

ⅱ．通常時又は事故時に開となるおそれがある通常時閉及び事故時閉となる弁（第２隔離弁まで）

ⅲ．通常時閉及び事故時閉となる弁を有するもののうち、ⅱ）以外のもの（第１隔離弁まで）

ⅳ．「隔離弁」としてしなくて良いもの（原子炉の安全上重要な計測又はサンプリング等を行う配管であっ
てその配管を通じての漏えいが十分許容される程度に少ないもの、過圧防護の機能を持つ安全弁を設置
するためのもの）
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４．原子炉冷却材圧力バウンダリ拡大範囲の仕様

●新たに原子炉冷却材圧力バウンダリとなる余熱除去入口ラインの第１隔離弁から第２隔離弁を含●新たに原子炉冷却材圧力バウンダリとなる余熱除去入口ラインの第１隔離弁から第２隔離弁を含
むまでの配管・弁は、従来の原子炉冷却材圧力バウンダリ内の系統の仕様（最高使用圧力、最高
使用温度）と同じ仕様であり、強度上も問題ない。［13、14］

余熱除去系統入口ラインの配管の仕様

余熱除去系統入口ラインの弁の仕様
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５．原子炉冷却材圧力バウンダリ拡大範囲の保全方法

●新たに原子炉冷却材圧力バウンダリとなる余熱除去入口ラインの配管・弁については、従来はクラス●新たに原子炉冷却材圧力バウンダリとなる余熱除去入口ラインの配管 弁については、従来はクラス
２機器として供用期間中検査を行ってきたが、今後はクラス１機器として供用期間中検査を行なって
いく必要がある。

●日本機械学会発電用原子力設備規格維持規格（2008 年版）に基づくクラス１機器またはクラス２機
器に対する検査項目を以下に示す器に対する検査項目を以下に示す。
クラス１機器供用期間中検査に新たに組み込まれ、PSI未実施の部位については、クラス１機器として
の現在の健全性を確認しておくため、今施設定期検査時に全数の検査・点検を実施している。

［17］【先行審査実績（添付５追加）】供用期間中検査項目 ［17］【先行審査実績（添付５追加）】供用期間中検査項目
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